
 

ゴールデンウイークにおける臨時電話相談について 

 

 

県内町村でゴールデンウイークにお金がなく、宿泊場所や食事に困っている方

のために、次のとおり臨時電話相談を行います。 

 

ゴールデンウイーク期間の、5/2（土）～5/6（水）において、臨時電話相談

を行います。（受付時間 8：30～17：15） 

 

各地域の相談窓口については下記の PDF からご確認ください。 

【生活困窮者自立相談支援窓口】 

～生活にお困りの方の大型連休期間中の相談窓口～

https://www.pref.gifu.lg.jp/uploaded/attachment/498185.pdf 


